
トラック事業に関する事業規制の推移

（平成 ２年１２月１日 貨物自動車運送事業法の施行）
（平成１５年 ４月１日 改正貨物自動車運送事業法の施行）

事業の参入 免許 許可

法施行（平成２年１２月～）

車両数
認可

車両数
事前届出

営業区域
営業区域

法施行前（平成２年） 現在法改正（平成１５年４月～）

資料５

運賃・料金

事業の退出

認可

休止・廃止
許可

事後届出
（30日以内）

事後届出
（30日以内）

事業計画

営業区域
都道府県区域、
拡大営業区域

営業区域
廃止

最低車両台数
各地域により
５～１５両

最低車両台数
全国一律５両

事前届出制

１



適正運賃の収受に関してよく聞かれる意見

■荷主等との運賃交渉の目安となる「モデル運賃」「最低運賃」を国から示
して欲しい。

■仮に一定の目安があっても、原価割れで運送を引き受ける事業者が存在す
る限り、適正運賃の収受は困難。各事業者における原価計算の実施と、そ
れに基づく受注を徹底するべき。

➀目安となる運賃を定めて欲しい

➁原価計算に基づく受注を徹底すべき

れに基づく受注を徹底するべき。

■荷役作業や荷待ちにかかるコストについて、運賃に加算する料金などとし
て、適切に荷主等に負担してもらえるような仕組みが必要。

■距離だけではなく時間も加味した運賃制度とすることも考えられるのでは
ないか。

➂運送以外のコストを適切に収受できるようにして欲しい

過去の議論を踏まえた上で、どのような取り組みを行うことが望ましいか？
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